
   新庄市空き家等の適正管理の促進に関する条例施行規則  

 

（趣旨）  

第１条  この規則は、新庄市空き家等の適正管理の促進に関する条例（平

成２４年条例第１９号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事

項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。  

（立入調査）  

第３条  条例第８条第１項に規定する立入調査については、空き家等の所

有者等の立会いのもと行うものとする。ただし、事前に所有者等の同意

を得た場合は、この限りでない。  

２  条例第８条第２項に規定する身分を示す証明書は、空き家等調査事務

従事職員証（様式第１号）とする。  

（助言、指導及び勧告）  

第４条  条例第９条第１項による助言は、口頭により行うものとする。  

２  条例第９条第１項の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する

指導書（様式第２号）により行うものとする。  

３  条例第９条第２項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する

勧告書（様式第３号）により行うものとする。  

４  市長は、空き家等が管理不全な状態にあると認められ、かつ、所有者

等の氏名及び住所を把握することが困難な場合は、当該空き家等に連絡

依頼表示（様式第４号）を掲示するものとする。  

（命令）  

第５条  条例第１０条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する

命令書（様式第５号）により行うものとする。  

２  市長は、条例第１０条の規定による命令をしようとするときは、あら

かじめ当該命令に係る空き家等の所有者等に、意見陳述の機会を与える

ものとし、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付

与通知書（様式第６号）により通知するものとする。  

３  前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知

書の発行の日から起算して１４日以内に、空き家等の適正管理に関する

命令に対する意見陳述書（様式第７号）を提出するものとする。  

（公表 ) 

第６条  条例第１１条の規定による公表は、新庄市公告式条例（昭和４５

年条例第１８号）に定める掲示場への掲示により行うものとする。  

２  市長は、条例第１１条の規定による公表をしようとするときは、あら

かじめ当該公表に係る空き家等の所有者等に、意見陳述の機会を与える

ものとし、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表予告書（様式

第８号）により通知するものとする。  

３  前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表期日

の７日前までに、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表前意見



陳述書（様式第９号）を提出するものとする。  

４  市長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する命令

違反事実公表通知書（様式第１０号）により、当該空き家等の所有者等

に通知するものとする。  

５  市長は、条例第１１条に規定する公表を行う必要があると認める所有

者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その公表

を猶予することができる。  

（１）所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受ける者であって、

空き家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認め

られる場合  

（２）当該土地及び家屋等の所有権等をめぐり紛争中であることにより、

正当な所有者等の特定が困難な場合  

（３）命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後３月以内に

改善することを書面で誓約した場合  

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場

合  

（応急措置）  

第７条  市長は、条例第１２条第１項の規定による応急措置を講じること

により、他の事故が発生するおそれのあるときは、応急措置を講じない

ものとする。  

２  条例第１２条第２項前段の規定による通知は、空き家等の適正管理に

関する応急措置実施通知書（様式第１１号）により行うものとする。  

３  市長は、条例第１２条第３項の規定により、応急措置に要した費用を

当該所有者等に請求するときは、当該措置を講じた日以後３０日以内に

納入通知書により応急措置に要した費用の額及び納期限を所有者等に通

知するものとする。  

４  前項の納期限は、納入通知書の発行の日から３０日以内とする。  

５  市長は、条例第１２条第１項に規定する応急措置を講じた空き家等の

所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その

事由が解決されるまでの間、応急措置に要する費用の請求を猶予又は停

止することができる。  

（１）所有者等の把握が困難な場合  

 （２）当該土地及び家屋等の所有権等をめぐり紛争中であることにより、

正当な所有者等の特定が困難な場合  

 （３）前２号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場

合  

（その他）  

第８条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附  則  

この規則は、平成２５年１月１日から施行する。  


